
 
 

令和８年「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワーク 
キャンペーン」の実施について 
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 京都労働局（局長：伊
い

㔟
せ

 久
ひさ

忠
ただ

）では、職場における熱中症予防対策の推進を図るため、

令和８年５月から９月までの間、令和８年「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」 

（４月は準備期間）として下記のとおり実施します。特に、暑さが本格化する７月を「重点取

組期間」として、下記事項の積極的な実施、５月も引き続き暑さ指数（ＷＢＧＴ）の把握と評

価、熱中症早期発見のための報告体制整備、重篤化を防止するための措置の実施手順の

整備及び関係者への周知等、熱中症予防の取組の継続について呼びかけます。【資料１】 

 

記 

 

＜キャンペーン期間中に確認、実施すべきこと＞ 

STEP１ 暑さ指数（WBGT）の把握と評価 

暑さ指数の把握（測定）については、JIS に適合した WBGT 指数計を準備し、 

点検等を行い適正に使用できる状態とすること。 

STEP２ 把握・評価した暑さ指数に応じて、「キャンペーン期間中（５月～９月）にすべき 

こと」の徹底 【資料１、パンフレット裏面の対策】 

 

＜７月の重点取組期間中に実施すべきこと＞ 

１ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じて対策を追加 
２ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底 
３ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底 
４ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加、熱中症の早期発見のため
の報告体制及び重篤化を防止するための措置の実施手順の周知徹底 

５ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施 
６ 熱中症のおそれがある者を発見したときは、重篤化を防止するための体温低減措置
を速やかに講じ、躊躇することなく救急隊を要請 



 
 

（熱中症予防キャラクター 

    チューイカン吉） 

京都府内における令和７年の職場での熱中症による休業４日以上の死傷者数（以下「死

傷者数」という。）は、猛暑の影響により 23人となり、過去最多であった前年の 26人と比べ３

人減少しました。過去 10 年間の死傷者総数、149 人（うち、死亡２人）を発生月別に見ると、

７月（55 人）、８月（59 人）の２か月間が全体の８割弱（76.5％）を占めています。【資料２】 

 

また、熱中症の予防について、事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択でき

るよう、包括的に熱中症防止対策を講じるための「職場における熱中症防止対策のための

ガイドライン」が策定されました。 

内容は、以下のとおりです。 

第１ 目的等 

熱中症防止のため、熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すこと

により、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取組むよう促すことを通じ、職

場における熱中症防止を図ること。 

事業者は、以下の第２に基づき熱中症によるリスクを把握・評価した上で、その結果

に基づき実施することが適切な対策を第３から選択して実施すること。 

第２ 熱中症リスクの評価 

①有害性の要因の特定、②湿球黒球温度の値（ＷＢＧＴ値）の把握、 

③熱中症リスクの評価・検討 

第３ 熱中症リスクに応じた措置 

①労働衛生管理体制の確立等、②作業環境管理、③作業管理、④健康管理、 

⑤労働衛生教育、⑥異常時の措置、⑦その他（発注者による配慮、労働者と異なる 

場所で就業する個人事業者等に係る措置等） 【資料３】 

 

なお、熱中症発生時の重篤化防止の措置を義務付けるため、労働安全衛生規則が改正

され、令和７年６月１日から施行されています。 【資料４】 

 

 

 

  

 



京都府内の、過去10年間に職場で発生した休業4日以上の熱中症による労働災害149件
（人）を分析したところ、7月、8月に８割弱が集中しています。
重点取組期間に向けて、職場での熱中症を予防するための取組に努めましょう︕

（R8.4）
京都労働局・管下労働基準監督署

― 熱中症予防対策の徹底を図りましょう―

令和８年 STOP︕熱中症

職場における熱中症の発生状況（京都府内、休業4日以上、確定値）
＜平成28年～令和７年＞

およそ３人に１人は
屋内で発生しています。
特に食料品製造工場、
配送センター、倉庫内
で多く発生しています。

⇒ 次ページの記載事項を今すぐに取り組みましょう。

１ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じて対策を追加
２ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
３ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
４ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加、熱中症の早期発見の
ための報告体制及び重篤化を防止するための措置の実施手順の周知徹底

５ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施
６ 熱中症のおそれがある者を発見したときは、重篤化を防止するための体温低
減措置を速やかに講じ、躊躇することなく救急隊を要請
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５月でも発生し
ています。

10月にも発生
しています。 終業後の就寝時間帯に

も発生しています。

重点取組期間（７月）にすべきこと

キャンペーン期間（５月から９月）にすべきこと

資料1



熱中症対策強化のため労働安全衛生規則が改正され、
令和７年６月１日から施行されています。

職場における熱中症による死亡災害の傾向は、ほとんどが「初期症状の
放置・対応の遅れ」であったことから、現場において、重篤化の防止、
死亡に至らせない適切な対策の強化が必要です。
詳細は、厚生労働省ホームページ「職場における熱中症予防情報」

職場における熱中症
防止ガイドラインが
策定されました→→

厚生労働省ホームページ
STOP!熱中症クールワーク
キャンペーン→→→→→

準備期間に検討した設備対策を実施暑さ指数の低減□

準備期間に検討した休憩場所を設置休憩場所の整備□

準備期間に検討した服装を着用服装□

作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止作業時間の短縮□

熱に慣らすため、7日以上かけて作業時間の調整
※新規入職者や休み明け作業者は別途注意すること暑熱順化への対応□

水分と塩分を定期的に摂取（水分等を携行させる等を考慮）水分・塩分の摂取□

作業開始前や休憩時間中に深部体温を下げるプレクーリング□

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経
関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

健康診断結果に
基づく対応□

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症
の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認日常の健康管理□

巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を組ませる等
作業者にお互いの健康状態を留意するよう指導

作業者の
健康状態の確認□

予め作成した連絡体制や対応手順の周知徹底
少しでも本人や周りが異変を感じたら、予め作成した連絡
体制や対応手順等に基づき適切に対応
※必ず一旦作業から離し、全身を濡らして送風すること等に
より身体を冷却

※症状が回復しない場合は躊躇なく病院へ搬送する
（症状に応じて救急隊を要請）

異常時の措置□

キャンペーン期間（5月～9月）にすべきこと
暑さ指数の把握と評価
□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握
地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

把握・評価した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

環境省
熱中症予防
情報
サイト
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京都府内の職場における熱中症の発生状況（令和７年） 

令和８年４月 28 日 

京都労働局健康安全課 

 

１ 職場における熱中症（業種別死傷者数）の発生状況 

令和７年の京都府内における、職場での熱中症による休業４日以上の業務上

疾病者数（以下「死傷者数」という。）は、猛暑の影響等により 23 人となり、

最も多かった昨年（26 人）よりも減少しました。 

なお、熱中症による死亡災害は発生しませんでした。 

 

表１ 業種別発生件数（令和７年）（人） 

業 種 製造業 建設業 運輸業 警備業 商業 清掃業 
その他

の業種 
計 

令和７年 

死傷者数 

５ 

（０） 

４ 

（０） 

５ 

（０） 

２ 

（０） 

２ 

（０） 

２ 

（０） 

３ 

（０） 

23 

（０） 

※（ ）内の数値は死亡者数であり、死傷者数の内数。 

 

２ 死傷者数の推移 (過去 10 年、平成 28 年～令和７年） 

過去 10 年間の死傷者数 149 人をみると、平成 30 年に 17 人と急増しました。

令和元年は横ばいの 17 人（うち、死亡１人）、令和２年は 18 人に微増し、令和

３年は冷夏の影響もあり５人に減少しました。しかし、令和５年は 18 人（うち、

死亡１人）、令和６年は 26 人と過去最も多い人数に急増し、令和７年は熱中症重

篤化防止のための労働安全衛生規則の改正があったこともあり、減少しています。 

 

グラフ１ 過去 10 年間の死傷者数の推移（人） 
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３ 業種別発生状況 （過去 10 年） 

過去 10 年間の業種別の死傷者数をみると、建設業及び運輸業（共に 28 人）が

最も多く、警備業（19 人）、清掃業（17 人）の順となっています。死亡者は、 

製造業で２人発生しています。 

 

グラフ２ 過去 10 年間の業種別発生状況（人）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 月・時間帯別発生状況（過去 10 年） 

（１） 月別発生状況 

過去 10 年間の月別の死傷者数では、７月及び８月に８割弱（76.5％）が

集中していますが、５月や 10 月でも発生しています。 

 

グラフ３ 過去 10 年間の月別発生状況（人） 
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死傷者数のおよそ３人に 

１人が屋内作業となっており、

死亡災害の２件は屋内１件、 

屋外１件となっています。 

（２） 時間帯別発生状況 (過去 10 年) 

過去 10 年間の時間帯別の死傷者数は、10 時台、14～16 時台に多く発生

しています。 

また、日中の作業終了後に帰宅してから夜間に体調が悪化して病院に搬

送されるケースも認められます。 

 

グラフ４ 過去 10 年間の時間帯別発生状況（人） 

 

（３）屋内・屋外別発生状況 (過去 10 年） 

 過去 10 年間の死傷者数 149 人のうち 49 人（32.9％）、およそ３人に１人は

屋内作業で発生しており、熱中症は必ずしも屋外での作業でのみ発症するわけ

ではないことがわかります。 

 

グラフ５ 過去 10 年間の屋内、屋外作業の割合 
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＜参考＞ 

ＷＢＧＴ値と気温、相対湿度との関係 
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熱中症による死亡災害一覧（過去 10 年） 
      

      
      

№ 
発生年 

業種 
被災者概要 

災 害 の 概 要 
時間帯 事業場規模 

1 

令和元年 製造業 男 40 代 工場内で製造作業中、熱中症で救急搬送

された。 

（屋内作業） 17 時 紙加工品製造業 100～299 人 

2 

令和５年 製造業 男 40 代  出張先の宿泊ホテルから取引先に徒歩

で移動中、熱中症となった。 

（屋外作業） ９時 
機械（精密機械

を除く）製造業 
201～500 人 

 

※熱中症とは 

高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分（ナトリウムなど）のバランスが

崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失

神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠

感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。死亡に至るこ

ともある。 



. 



yamadae
フリーテキスト
資料３
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